
 

様式Ｃ－１９ 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 
平成２４年 ５月３１日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

研究成果の概要（和文）：本研究期間中に、自死で配偶者を亡くした人２名、子どもを亡くし
た人１名、親を亡くした人１名、計４名の研究協力が得られ、全員から夢の中での自死者との
再会場面を描画することができた。研究協力者の報告をみると自死者との言語的な対話は成立
しているとは言いがたく、自死者になぜと問うても、明確にその理由が述べられることはなか
った。しかし遺族は、夢の中での自死者のようすから言葉を超えたメッセージをくみとったり、
求めても得られないという限界を察したりしていた。そして、その中で印象的な場面を描画す
ることができ、自死者からの肯定的な反応を想像できた例が多かった。これらから、大切な家
族を自死で亡くし否定的な諸感情に苦悩する遺族の癒しにつながる体験が、夢を死者と再会可
能な空間として遺族とともに描画し語りなおすことによって得られる可能性が示された。 
 

 
研究成果の概要（英文）：The results of this research were as follows. 1. Reports of dreams 
were obtained because we got candidates to be conscious of dreams. 2. We should 
carefully examine the time and the contents of dreams of families who have lost a loved 
one to suicide. 3. Although it was possible to again meet with the persons who 
committed suicide in dreams, they did not say much. 4. We should observe the 
non-verbal communication in dreams, and bereaved families can interpret it. 5. 
Meeting again with the deceased in dreams of persons bereaved by suicide cannot end 
the relentless pursuit of the “why”. However, the affirmative thinking that brings 
healing to bereaved families who lost a loved one to suicide is initiated. 
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１．研究開始当初の背景 

家族成員を自死で失うことは，遺された家
族にとって計り知れない衝撃である。遺族は，
なぜ成員は自死したのかといった，終わりの
ないなぜや見捨てられ感，拒絶された感じ，
怒り，恥，自責などといった感情を経験させ
られる。親しい人の死がもたらす悲嘆のプロ
セスについては，Freud, S.(1917=1996)が「失
われた対象の拘束を解こうとする」ことで死
者との分離が行われ死者のいない現実に向
き合うことが可能になると説明した。また，
Kübler-Ross(1969)の死の受容プロセスは，
否認－怒り－取引－抑うつ－受容－希望と
いった段階で示されたが，これは成員の死後
に遺された家族も同じく通り過ぎなければ
ならない段階である。これらは今日，伝統的
な悲哀過程の規範的理論として認識されて
いる。 

しかし，最近の社会構造主義を基盤にした
悲 哀 へ の ア プ ロ ー チ で は ，
White(1989=2000)は病的な喪と診断される
ような対象者とのセラピーに「再会」メタフ
ァーを導入し「喪失した関係を内包するよう
な文脈を確立する」方向での悲哀の解決を報
告している。Hedtke & Winslade(2004)は，
リ・メンバリングといった概念を用いて故人
を思い出しメンバーシップを維持すること
で遺された人の人生物語を豊かにする実践
を紹介している。 

White も Hedtke & Winslade も，各々の
実践は自死で家族を亡くした人の悲哀のア
プローチにも有効であるとするが，再会や
リ・メンバリングをより鮮明に印象づける方
法はないものだろうか。筆者はここで，夢と
いう出会いの空間を着想し，自死遺族に自死
者の登場する夢の書き留めを依頼し，その夢
について語り，自死遺族と共同で自死者との
対話的関係の再構築に取り組んでいる。 

日本の自殺研究の第一人者である高橋
（2004）は、遺された人々に起こり得る反応
として、さまざまな形の「なぜ」、自殺した
人のことばかり考える、等々を挙げ、その心
理を解説している。高橋のここでの指摘は、
自死遺族の自死者への過剰なとらわれを意
味するものであるが、吉野はこの自死遺族の
自死者への強い思いを対話的な関係を維持
する原動力に転換し、家族成員の自死という
現実を遺族が呑みこんでいくための自死遺
族一人一人のストーリーの構築に寄与した
いと考えている。その具体的な構想の一つが、
夢という死者と再会可能な空間の活用であ
る。もしも、夢を語ることで、夢の中での死
者との再会がより鮮明なかたちで明らかに
なり、夢を死者と再会可能な空間として自死
遺族と共に再定義することができれば、「終
わりのないなぜ」を抱える自死遺族の喪の作

業を進展させるような好ましい影響を与え
ることができるものと考える。また、書き留
められた夢について研究者と協力者のあい
だで語る機会を持ち、その語りをもとに夢の
印象的な内容を描画してもらうことは、野口
（2006）の言を借りれば、「描画は一場面で
あるにせよ、プロットであるにせよ、対話な
しにはその意味を確定することができない。
それは必然的に治療者と患者の対話を引き
起こすきっかけとして作用することになる」
のである。加えて、このイメージワークは、
言語表現能力の未熟な子どもの喪の作業に
貢献できるとともに、言語への依存度の低い
描画作業を作業の中心に据えているため、将
来的に国際的な交流研究の発展の可能性を
もつものと位置づけられる。このナラティ
ヴ・イメージワークは，自死により分断され
た自死遺族と自死者の対話的な関係を再構
築することとなり，終わりのないなぜや否定
的な諸感情を抱える自死遺族に納得や自死
者との絆の存在を確信させることを期待す
るものである。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、家族成員を自死で亡くし
た遺族に自死者の登場する夢の書き留めを
依頼し、研究者とともに夢の中での死者との
再会について語り、印象的な再会場面を描画
する作業を通して自死者との対話的関係の
継続への気づきを奨励することにより自死
遺族の喪の作業の進展に寄与することであ
る。 

 

３．研究の方法 

１）データの収集 

本研究では、家族成員を自死で亡くした対
象者に研究の目的と方法と連絡先を記した
文書を配布し、口頭でその趣旨を伝えて研究
協力者を募った。研究に協力の意思を示して
くれた人たちを研究協力者として同定し、研
究の同意書と誓約書を研究者とのあいだで
交わした。その手続きの後、研究者から自死
者の登場する夢の書き留めを依頼した。夢を
書き留めることができた遺族からは、電話な
いしメールで夢の書き留めができたことの
知らせをもらった。夢の書き留めに成功した
遺族と面接の日程を設定し、面談の場で書き
留められた夢について自由に語ってもらい、
印象的な夢中の再会場面を描画してもらっ
た。 
２）分析の視点 
精神分析における夢分析では、フロイト派

の自由連想法は夢で見た Aというイメージか
ら直線的に B から C へと連想を重ねてゆく。
ユング派の拡充法は直線的ではなく Aという
夢の主題をめぐって夢見手の連想を聞きな



がら治療者が神話や昔話を交えて主題を普
遍的なものとしていく。しかし、筆者の場
合、その関心は夢に登場する自死者の言動
や振る舞いにある。自死者に生者と同じく
一人格を認め、その自死者からのメッセー
ジに注意を向けている。誰の夢であれ、夢
中にあっては夢見手を含む登場人物の存
在は等しくおぼろなのである。夢見手が覚
醒すれば、夢の存在はあってなかったもの
になるが、それにもかかわらず、夢見られ
た事象は存在する（Usler, 谷徹訳, 1990）。
既存の夢分析では、夢はクライエントの心
の中で生じているイメージとして扱い、分
析によって夢見手であるクライエントの
無意識に迫り、クライエントの連想の内容
に沿って夢に埋め込まれた意味を探り解
釈していく。しかし、私の場合は社会構成
主義の世界観を頼りに、夢も夢に登場する
人物も語りの対象とすることで日常の現
実と等価の一現実であるかのように扱っ
ている。ゆえに夢は夢見手だけに由来する
産物ではなく、夢見手と夢の中の重要人物
（この場合は自死者）からのメッセージ交
換であり、夢見手と夢の中の自死者とでそ
の意味を共同生成できる空間であり、そし
てさらに夢見手とその夢の報告を受ける
研究者とのあいだでも意味を付与できる
素材として位置づけることができるので
ある（下図）。 

 
４．研究成果 
（１）事例 
このたびの研究期間中に、自死で配偶者を

亡くした人２名、子どもを亡くした人１名、
親を亡くした人１名、計４名の研究協力が得
られた。 
全員が自死者と認識する人物の登場する

夢を見て、それを憶えていることができてい
た。回答の内容をみると、いずれも自死者と
出会っていることが明瞭に認識されている。
場所が不明な場合でも状況はよく把握され、
色彩や音、服装、感触、温感、表情も報告さ
れている。夢という心的イメージの舞台では
あるが、自死者との再会を果たせていること

は認識され研究者である私に報告できてい
る。なかには死亡時の年齢よりもかなりさか
のぼって幼い頃の設定で登場する自死者も
あった。夢中では、自死者と夢見手である自
死遺族だけが登場するものと、親戚や見覚え
のない家族やその他一般の人々の中で自死
者と出会っているものがあった。場面と状況
はさまざまで、そこがどこなのかよくわから
ないと報告されるものや、脈絡なく場面が瞬
時に切り替わるものもあった。状況について
は、夢見手によって細部まで報告されるもの
とぼんやりとして把握が困難なようすが伺
えるものまでさまざまであった。ストーリー
の展開は、動的であれ、静的であれ、短く早
い印象である。ここでは、親を自死で亡くし
た子どもの立場にある人が、夢中で亡父と再
会を果たした時の印象的な場面の描画作品
を以下に掲載する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 夢の中での自死者との再会場面の描画 
 
 
考察 
上には１例を示したが、複数の描画作業で

得られたことは、以下のようにまとめられる。
①描画によりまさに自死者の輪郭が見える、
自死者が描かれることにより研究者に自死
者が紹介されるかたちとなり、自死者に一人
格を付与しやすくなり尊厳をもって語りや
すくなる。②自死者と自死遺族との関係が見
えてくる、自死遺族がどのような角度から自
死者を見ているかがよくわかり、自死者を見
る目線と遺族が自分自身を見る目線の両方
が鮮明になる。③作業しながら語ることがで
きる、作業中は遺族の視線は描画に注がれて
おり、研究者とは目をあわせずに語ることと
なる、これまでの対面での対話とはまた違っ
た質の会話が展開されることとなる。④より
具体的な質問ができる、刻々と描画される内
容に沿ってより詳細で具体的な質問が自然
に交わされることとなる。これらは、先に紹
介した治療者と患者の対話を引き起こすき
っかけ（野口, 2006）として十分すぎる豊か

自死者 研究協力者 
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さを内包している。一方、描画の内容につい
ての語りを聞くと，遺族が諦めることを手伝
ったり，日常的な課題への忠告をしたりする
などの自死者の遺族へ向けた配慮とでもい
うべきものが伺える。これらは，自死遺族の
自死者との対話的な関係がまさに継続して
いることを示すものであり、仮にこのような
内容が遺族の願望の現れであったとしても、
自責の念に対する自己免責として有意義で
ある。 
自死者との夢の中での再会場面は，書き留

めて口頭で報告するだけにとどまらず，研究
者との間で語りあいながら描画された。夢中
の場面はレンズという客観を通して写しと
ることはできず、夢見手の手作業に頼るしか
ない。しかし、この手作業こそが、自死遺族
が自らの手で自死者をよみがえらせること
となり、夢中での再会を印象づけ，研究者と
の間に生まれた一つの作品として共有する
ことができるのである。このことは，夢のナ
ラティヴを一層鮮明にするとともに，自死で
家族を亡くした子どもへの治療的な介入の
際にも転用可能な知見を含んでいると推察
される。 
 
今後の課題 
まずはじめに押さえておかなければなら

ないのは、夢の内容を夢見手はコントロール
できないことである。完全に見ないようにす
ることも、意識的に中断することも難しいだ
ろう。ということはつまり、夢見手が動揺し
たり混乱したり不愉快になったり落ち込ん
だりする夢を回避する手段はないというこ
とになる。夢に意識を向けたことがきっかけ
になり、夜な夜な悪夢に悩まされるようにな
るということもありうる。最悪の場合、睡眠
障害から抑うつ状態へと望まれない展開を
する可能性も否定できないだろう。 
もう一つは、描画作業に対する抵抗感であ

る。夢について語ること自体は前向きにとら
えられても、絵を描くことが苦手な人あるい
は苦手だと思い込んでいる人にとっては、研
究者の前での描画は、負担となるかもしれな
い。事前の研究方法の説明を入念にしておく
ことはもちろんだが、いざ書き始めるときに
躊躇しているような場合は、部屋の間取りや
位置関係などを尋ねながら記号的な描写で
も役に立つことを了解してもらうことと、気
が進まないときは無理をしなくてもよいこ
とを保証することが肝要である。 
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